
     
 

 

 

 

大竹市自転車活用推進計画 
    

            
令和２（２０２０）年４月 

 

 

大竹市 

 



大竹市自転車活用推進計画 目 次 

はじめに ······························································································ 1 

本計画の構成 ······················································································ 2 

第Ⅰ章 計画策定の趣旨·········································································· 3 

 目的····························································································· 3 

 対象地域 ······················································································· 3 

 計画期間 ······················································································· 3 

第Ⅱ章 計画の位置付けの整理 ································································· 4 

 計画の位置付け ··············································································· 4 

 上位関連計画との関連性 ····································································· 4 

第Ⅲ章 自転車を取巻く現状と課題 ··························································· 10 

 まちづくり ······················································································ 10 

 交通安全 ····················································································· 18 

第Ⅳ章 計画の目標と体系 ····································································· 23 

 基本理念及び目指す姿 ····································································· 23 

 目標の設定 ··················································································· 24 

第Ⅴ章 実施する取組 ··········································································· 25 

 取組一覧 ····················································································· 25 

 計画の目標Ⅰ 自転車を安全に利用できる人・環境にやさしいまちづくり ·························· 26 

 計画の目標Ⅱ 自転車事故のない安心な暮らしづくり ···································· 31 

第Ⅵ章 計画の進捗管理 ······································································· 38 

 計画の推進 ··················································································· 38 

 計画の進行管理・評価，見直し ··························································· 38 

 



 
－1－  

    はじめに 

わが国においては，これまで，「自転車道の整備等に関する法律」（昭和 45 年法律第

16 号）や「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法

律」（昭和 55 年法律第 87 号）に基づき，大規模自転車道の整備，交通事故対策，放

置自転車対策等を推進してきました。 

このような中，自転車の活用による環境負荷の低減，災害時における交通機能の維

持，国民の健康増進等を図ることなど新たな課題に対応するため，交通の安全の確保を

図りつつ，自転車の利用を増進し，交通における自動車への依存の程度を低減すること

によって，公共の利益の増進に資すること等を基本理念とする「自転車活用推進法」（平

成 28 年法律第 113 号）が平成 29（2017）年 5 月 1 日に施行されました。 

その後，同法第 9 条に基づき，自転車の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画

的な推進を図るための基本計画である「自転車活用推進計画」（以下，「国の推進計画」

という。）が，平成 30（2018）年 6 月 8 日に閣議決定され，また，同法第 10 条及び

11 条において，都道府県・市町村（特別区を含む）は，国の推進計画を勘案し，地域

の実情に応じた自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画（都道府県自転車活用

推進計画又は市町村自転車活用推進計画）を定めるよう努めなければならない旨が記

されているところです。 

このような中，国の計画策定を契機として，走行環境を整えるまちづくり，スポーツ

と健康の増進における自転車活用，サイクルツーリズムの推進，及び自転車の交通安全

等について，県の関係計画を基に総合的に推進し，豊かで活力ある地域づくりに向けて

取り組む広島県自転車活用推進計画※（平成 31（2019）年度～平成 32（2020）年度）

が策定されました。 

本計画は，「広島県自転車活用推進計画」を基本として，まちづくり,交通安全につい

て大竹市版の自転車活用推進計画を策定したものです。 

 

※都道府県の自転車活用推進計画は，自転車活用推進法第１０条において，「国の自転車活用推進計画を勘案し

て，都道府県の区域の実情に応じた自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画を定めるよう努めなけれ

ばならない」とされている。 
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    本計画の構成 

本計画は，下記の章で構成されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅳ章 計画の目標と体系 

 

【目標の設定】 

計画の目標Ⅰ 自転車を安全に利用できる人・環境にやさしいまちづくり 

計画の目標Ⅱ 自転車事故のない安心な暮らしづくり 

第Ⅴ章 実施する取組 

 

第Ⅰ章 計画策定の趣旨 

 対象地域 計画期間 

第Ⅱ章 計画の位置付けの整理 

 

第Ⅲ章 自転車を取巻く現状と課題 

 

目的 

計画の位置付け 上位関連計画との関連性 

第Ⅵ章 計画の進捗管理 

 計画の推進 計画の進行管理・評価，見直し 

【基本理念】安全で快適な自転車利用環境の創出による豊かで活力ある地域づくり 

目指す姿 

実施施策 

１ まちづくり 2 交通安全 

計画の目標Ⅰ 自転車を安全に利用できる人・環境にやさしいまちづくり 

実施施策１ 自転車通行空間の計画的な整備推進 

実施施策２ 地域のニーズに応じた駐輪場の整備促進 

実施施策３ 路外駐車場等の整備促進及び違法駐車取締りの推進 

実施施策４ まちづくりと連携した総合的な取組の実施 

計画の目標Ⅱ 自転車事故のない安心な暮らしづくり 

実施施策1 自転車の安全利用の促進 

実施施策2 自転車の点検整備の促進 

実施施策3 学校における交通安全教育の推進 

実施施策4 自転車通行空間の計画的な整備推進（計画の目標Ⅰと同様） 

主な取組 
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第Ⅰ章 計画策定の趣旨 

    第Ⅰ章 計画策定の趣旨  目的 

本計画は，「広島県自転車活用推進計画」を基本として，本市の実情に応じた自転車

活用推進計画を策定するものです。 

  対象地域 

本計画では，市街地を対象とします。 

  計画期間 

本計画では，本市に関連する上位計画，県の推進計画を踏まえ，計画期間を令和２年

度から令和３年度までとしつつ，関連計画との整合を図る必要がある施策については

長期的視点で設定します。 

 

図表 計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2 年度を計画期末とする「交通政策基本計画」等の

各種計画と連携を図り，令和 3 年度までを計画期間とし

ています。 

国の推進計画 

短期的に取り組むもの 

長期的視点で 
取り組むもの 

 
長期計画 
（令和３年～） 

 
短期計画 
（～令和３年） 
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第Ⅱ章 計画の位置付けの整理  

    第Ⅱ章 計画の位置付けの整理  計画の位置付け 

本計画は，「広島県自転車活用推進計画」を基本として，自転車の活用を市全体で総

合的，計画的に推進するための計画を策定するものです。 

なお，自転車の特性に応じて，「まちづくり」，「交通安全」の 2 つの分野について，

計画を策定します。 

  上位関連計画との関連性 

計画の策定に当たっては，関連計画との整合及び連携を図るものとします。 

 

関連計画 

 わがまちプラン第五次総合計画 

 大竹市都市計画に関する基本的な方針（都市計画マスタープラン） 

 大竹市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 健康おおたけ２１（第２次） 

 第 10 次大竹市交通安全計画   
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第Ⅱ章 計画の位置付けの整理  

わがまちプラン第五次総合計画 

資料名称 わがまちプラン第五次総合計画 

発行主体 大竹市 発行時期 平成 23 年 6 月 

都市の将来像 笑顔・元気 かがやくおおたけ 

基本目標と 

主要な施策 

1.大竹を愛するひとづくり 

2.生活基盤が整ったまち 

3.安全なまち 

4.安心できるまち 

5.心にゆとりを感じるまち 

6.行政・社会の仕組みづくり 

 

 

⇒交通安全対策の充実 

・自転車通行帯整備事業 

・放置自転車対策 
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第Ⅱ章 計画の位置付けの整理  

大竹市都市計画に関する基本的な方針（都市計画マスタープラン） 

資料名称 大竹市都市計画に関する基本的な方針（都市計画マスタープラン） 

発行主体 大竹市 発行時期 平成 12 年 4 月 

都市の将来像 
都市の生命力を育む自立・連帯の豊かさ実感おおたけ 

－人と自然と都市の活力が共生する豊かさを目指して－ 

都市づくりの 

方針 

1.土地利用の基本方針 

2.市街地整備の基本方針 

3.交通体系整備の基本方針 

4.緑のネットワーク形成の方針 

5.都市景観形成の方針 

6.供給処理施設整備の方針 

7.都市防災の方針 

8.防犯まちづくりの方針 

 

 

⇒道路整備の方針 

公共交通整備の方針 

その他交通施設整備の方針 

・パーク・アンド・ライドを支える施設整備 

・その他駐車場・駐輪場整備 
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第Ⅱ章 計画の位置付けの整理  

大竹市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

資料名称 大竹市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

発行主体 大竹市 発行時期 平成 30 年 5 月 

基本理念 住みたい，住んでよかったと感じるまち 

基本目標 

1.地域経済を活性化し，安

定した雇用創出を実現する 

2.若い世代の結婚・出産・子

育ての希望をかなえる 

3.誰もが健康で生きがいをも

ち，安心して暮らせる地域

を実現する 

 

 

 

 

⇒目標③-1 良好な市域の整備 

⇒施策 7：交通安全対策の充実 
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第Ⅱ章 計画の位置付けの整理  

健康おおたけ２１（第２次） 

資料名称 健康おおたけ２１（第２次） 

発行主体 大竹市 発行時期 平成 30 年３月 

基本理念 〇生涯現役で活躍できる健康増進のまち 大竹 

自転車活用推
進に関連する 

取組の方向 

１．ヘルスプロモーションの推進 

２．ライフステージ（年代）ごとの生活習慣の向上 

３．生活習慣病の予防と重症化予防 

４．健康づくりを支援する社会環境の整備 
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第Ⅱ章 計画の位置付けの整理  

第 10 次大竹市交通安全計画 

資料名称 第 10 次大竹市交通安全計画 

発行主体 大竹市 発行時期 平成 28 年 12 月 

基本的な考え方 

１ 人間に係る安全対策 

２ 車両が原因となる事故の防止対策 

３ 交通環境に係る安全対策 

４ 情報通信技術（ICT）の活用 

自転車活用推
進に関連する 

取組の方向 

自転車利用環境の総合的な整備 
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第Ⅲ章 自転車を取巻く現状と課題 

    第Ⅲ章 自転車を取巻く現状と課題 

本章では，「広島県自転車活用推進計画」の内，「まちづくり」「交通安全」の分野で，

自転車を取り巻く現状及び課題を整理しました。なお，現状について本市が把握してい

ない項目については，広島県のデータを用いて整理しました。  まちづくり 

現状 

自動車・自転車の保有状況 

 

 

⚫ 県内の自動車保有台数は20年以上増加傾向であり，その普及率（＝保有台数

/人口）は全国平均と同程度です。 

⚫ 県内の自転車の保有台数は約140万台で推移しており，およそ2人に1台の

割合となっています。 

図表 自動車保有台数・普及率 

 

 

 

 

 

 

 
資料：（一財）自動車検査登録情報協会 

資料：広島県「人口移動統計調査」，総務省統計局「人口推計」の資料より算出 

 

図表 自転車保有台数と人口 1 人当たりの保有台数 

 

 

 

 

 

 

 

資料：広島市「広島市自転車都市づくり推進計画」（平成 25(2013)年 6 月） 

資料：（一財）自転車産業振興協会「自転車保有実態に関する調査」（平成 30(2018)年 10 月） 

資料：広島県「人口移動統計調査」の資料より算出 
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第Ⅲ章 自転車を取巻く現状と課題 

交通手段分担率 

 

 

⚫ 本市の自転車の交通分担率は通勤で21％，通学で26％を占めています。 

⚫ 自動車免許保有者は 65 歳以上が年々増加傾向にある一方で，自動車免許自

主返納者数も年々増加しています。 

 図表 大竹市の通勤・通学の交通手段分担率 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省統計局「平成 22（2010）年国勢調査」 

図表 大竹市の年齢別 自動車免許保有者割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：広島県警察「免許に関する統計」（平成 27（2015）年～令和元（2019）年 6 月末） 

 

 

図表 広島県の 65 歳以上の自動車免許自主返納数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：警察庁「運転免許統計」(平成 27（2015）年～平成 30（2018）年) 
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第Ⅲ章 自転車を取巻く現状と課題 

自転車の利用状況 

 

 

⚫ 広島県の自転車利用者は，買い物等の日常生活をはじめ，通勤や遊び・レジ

ャーなど日常的に自転車を利用しています。 

 

図表 自転車の利用状況 
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他の交通手段に比べ経済面に優れる

いつでも好きな時間に利用できる

健康に良い

環境に優しい

自転車に乗ることが好き

免許が必要ないため

その他

n=1,020

資料：広島県「県民の自転車利用状況に関するアンケート調査」（平成 30（2018）年 12 月）

問 あなたは普段自転車を利用していますか。 

問 あなたの自転車利用の主な目的は何ですか。（複数回答可） 

66.6 

35.6 

23.6 

3.1 

3.0 

3.7 

0% 20% 40% 60% 80%

買い物等の日常生活

通勤

遊び・レジャー

通学

業務

その他

n=1,020

問 あなたは自転車をどれくらいの頻度で利用していますか。 
問 あなたが自転車を利用される主な理由は何ですか。（複数回答可） 
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第Ⅲ章 自転車を取巻く現状と課題 

関心の高い自転車に関する施策 

 

 

⚫ 「自転車通行空間の計画的な整備推進」に対する県民ニーズが最も高くなっ
ています。 

図表 関心の高い自転車に関する施策 
 

問 あなたが自転車の活用を推進する上で特に重要と思われるものを 
教えてください。（最大５つまでお答えください） 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

48.9 

32.1 

29.3 

28.0 

25.5 

20.2 

16.1 

16.0 

14.1 

13.9 

13.7 

8.7 

6.3 

3.5 

3.4 

2.5 

2.0 

15.8 

0% 20% 40% 60%

自転車通行空間の計画的な整備推進

自転車の安全利用の促進

地域のニーズに応じた駐輪場の整備推進

学校における交通安全教育の推進

路外駐車場等の整備及び違法駐車取締りの推進

安全性の高い自転車普及の促進

自転車の点検整備の促進

自転車を活用した健康づくりの推進

シェアサイクルの普及促進

まちづくりと連携した総合的な取組の実施

自転車通勤等の促進

災害時における自転車活用の推進

サイクルスポーツ振興の推進

自転車のIoT化の促進

世界に誇るサイクリング環境の創出

国際的なサイクリング大会等の誘致

国際規格に合致した自転車競技施設の整備促進

上記の中にはない

n=2,046

資料：広島県「県民の自転車利用状況に関するアンケート調査」（平成 30（2018）年 12 月） 
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第Ⅲ章 自転車を取巻く現状と課題 

自転車ネットワーク計画の策定状況 

 

 

⚫ 本市では，安全で快適な自転車通行空間を整備することを目的に，自転車ネ

ットワーク路線を選定し，選定した路線毎に整備形態等を示した「自転車ネ

ットワーク計画」の策定を進めています。      
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第Ⅲ章 自転車を取巻く現状と課題 

交通渋滞の発生状況 

 

 
⚫ 下記の箇所に交通渋滞が発生しています。 

図表 大竹市の渋滞発生の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：広島県道路交通渋滞対策部会「広島県の主要渋滞箇所」（H30.10.31 現在）     
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第Ⅲ章 自転車を取巻く現状と課題 

環境 

 

 
⚫ 我が国は，家庭から排出されるCO₂の約２割がクルマから排出されています。 

図表 家庭からの CO₂排出量の内訳    図表 1 人が 1 ㎞移動する時の CO2 排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：温室効果ガスインベントリオフィス（2016 年度） 

コンパクトなまちづくりに向けた取組 

 

 

⚫ 広島県内市町では，過疎化に伴い地域公共交通サービスが衰退するとともに，

高齢者の運転免許返納者数が年々増加する中，コンパクトシティの形成が進

められています。 

⚫ コンパクトシティの形成等を進める上で，環境にやさしく，身近でアクセシ

ビリティの高い交通手段である自転車の利用促進が重要な役割として位置づ

けられています。 

図表 立地適正化計画（コンパクトシティ）のイメージ         
資料：国土交通省 HP 

  
暖房から

13.9%

冷房から

2.3%

給湯から

14.6%

キッチンから

5.5%

照明・家電製品などから

36.2%

自動車から

22.1%

ゴミから

3.8%

水道から

1.8%

用途別内訳

約4,520[kgCO2/世帯]

家庭からの

二酸化炭素排出量

マイカー 137g 

バス 56g 

鉄道 19g 

自転車 0g 

徒歩 0g  
 

資料：国土交通省「輸送量あたりの二酸化炭素の排出量（旅客）」(2017 年度) 

http://www.mlit.go.jp/common/001171816.pdf
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課題 

自転車は環境にやさしく，身近で気軽に使える乗り物です。買物や通勤，通学など幅広い用

途で利用されており，約２人に１台の割合で自転車が保有されています。 

また，通勤及び通学における自転車の交通手段分担率は，通勤で約 21％，通学で約

26％利用されており，主要な移動手段の１つとなっています。 

このようなことから，自転車利用の実情や交通事故発生状況等を踏まえ，自転車通行空間の

整備を推進するなど，安全で快適な自転車の通行環境を確保する必要があります。また，家庭

から排出される二酸化炭素の約２割を占める自動車から自転車への利用の転換を図り，交通に

おける低炭素化や都市部を中心とした道路交通の円滑化等を進めることが重要です。   
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第Ⅲ章 自転車を取巻く現状と課題  交通安全 

現状 

自転車関連事故の発生状況 

 

 

⚫ 広島県の自転車乗用中の事故件数は減少傾向にありますが，全事故件数に占

める自転車事故件数の割合は約2割で横ばい傾向にあります。 

⚫ 全国の事故件数も広島県と同様の傾向にあります。 

 

図表 全交通事故件数の推移（広島県）    図表 全交通事故件数の推移（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 自転車関連事故件数の推移（広島県） 図表 自転車関連事故件数の推移（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：広島県警察「広島の交通統計」（平成 30（2018）年版） 資料：警察庁「平成 30 年中の交通事故の発生状況」 

資料：広島県警察「広島の交通統計」（平成 30（2018）年版） 資料：警察庁「平成 30 年中の交通事故の発生状況」 

平成26年

(2014)

平成27年

(2015)

平成28年

(2016)

平成29年

(2017)

平成30年

(2018)

全交通事故(広島) 125 112 98 89 76

全交通事故死者(広島) 117 95 86 91 92
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(2017)
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全交通事故(全国) 5,738 5,369 4,992 4,722 4,303

全交通事故死者(全国) 4,113 4,117 3,904 3,694 3,694
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8,000
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自転車事故死者数(広島県) 12 3 9 8 7

全事故死者数に占める自転車

事故死者数の割合(広島県)
10.3 3.2 10.5 8.8 7.6
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⚫ 本市の自転車関連事故による死傷者数は,平成29年に13人となっており,平
成25（2013）年から見ると減少傾向にあります。 

図表 大竹市の自転車関連事故死傷者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車関連事故と法令違反の状況 

 

 

⚫ 広島県の自転車側に法令違反のある事故は減少傾向ですが，自転車関連事故に

占める法令違反のある自転車の割合は増加しています。 

図表 自転車乗用中死傷者の法令違反の状況（広島県） 

 

 

 

 

 

   
図表 自転車乗用中死傷者の法令違反の状況（全国）        

資料：広島県警察「広島の交通統計」（平成 25 年（2013）版～29（2017）年版） 

平成25年

(2013)

平成26年

(2014)

平成27年

(2015)

平成28年

(2016)

平成29年

(2017)

重傷者数 4 6 2 3 2

軽傷者数 21 12 10 16 11

死者数 0 0 0 0 0
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資料：広島県警察「広島の交通統計」（平成 25（2013）年版～30（2018）年版） 

資料：警察庁「平成 30 年中の交通事故の発生状況」 
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自転車保険の加入状況 

 

 

⚫ 広島県内では，自転車保険の加入状率は，費用負担等の理由により低調であ
ると考えられます。 

 

図表 自転車保険の加入状況 

問 あなたは自転車保険へ加入していますか。  
 

 

 

図表 自転車保険に加入していない理由 

問 自転車保険に加入していない理由を教えてください。    34.1 10.8 7.3 47.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=1,020

加入している 加入に向けて検討している

加入しているかどうか分からない 加入していない

48.2 

25.4 

22.1 

12.7 

6.4 

0% 20% 40% 60%

費用負担が生じるから

手続きが面倒だから

自転車保険を知らないから

事故を起こす危険がないから

その他

n=488

資料：広島県「県民の自転車利用状況に関するアンケート調査」（平成 30（2018）年 12 月） 

資料：広島県「県民の自転車利用状況に関するアンケート調査」（平成 30（2018）年 12 月） 
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ヘルメットの着用状況 

 

 

⚫ 広島県内では，「義務化されていない」「面倒」「必要性を感じられない」とい
った理由から，ヘルメットを着用していない方がほとんどであると考えられ
ます。 

図表 利用の頻度 

問 あなたは自転車を利用する際，自転車用ヘルメットを着用していますか。 

着用していない場合，その理由を教えてください。（複数回答可）      
図表 ヘルメットを着用していない理由 

         
交通ルール・マナー 

 

 

⚫ 自転車の通行ルールについて，「自転車は車道では左端を通行しなければなら
ない」「自転車は車道通行が原則であり，歩道通行は例外である」の認知度は
高いものの，その他のルールについては高いとは言えない状況にあると考え
られます。 

図表 利用の頻度 

問 自転車の通行ルールについて，あなたが既にご存知のものを教えてください。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

  

5.6 94.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=1,020

ヘルメットを着用している ヘルメットを着用していない

5.6 

42.6 

39.2 

37.0 

13.1 

2.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ヘルメットを着用している

義務化されていないから

面倒だから

必要性を感じられないから

費用負担が生じるから

その他

n=1,020

ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
し
て
い
な
い
理
由

80.6 

79.1 

58.2 

30.3 

8.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自転車は車道では左端を通行しなければならない

自転車は車道通行が原則であり、歩道通行は例外

である

歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行しな

ければならない

自転車で歩道を通行できるのは、以下の条件にあて

はまる場合に限られる

上記のルールは全て知らなかった

n=2,046

資料：広島県「県民の自転車利用状況に関するアンケート調査」（平成 30（2018）年 12 月） 

資料：広島県「県民の自転車利用状況に関するアンケート調査」（平成 30（2018）年 12 月）

資料：広島県「県民の自転車利用状況に関するアンケート調査」（平成 30（2018）年 12 月）
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自転車の通行位置の状況 

 

 

⚫ 広島県民の自転車利用者は，自転車を利用する際，主に歩道を走行する割合
が最も高いものと考えられます。 

図表 自転車の通行場所 

問 あなたが自転車を利用する場合，主に道路のどこを走行していますか。 

  
 

 

自転車安全講習義務化の認知度 

 

 

⚫ 自転車安全講習義務化の認知度は低い状況にあると考えられます。 

図表 自転車安全講習義務化の認知度 

問 あなたは平成２７（2015）年６月に道路交通法が改正され，信号無視や一時不停止など自転
車の危険行為を繰り返すと「自転車運転者講習」の受講が義務付けられたことを知っていま
すか。      
課題 

近年，自転車事故の発生状況は横ばい傾向にあります。自転車事故のない社会の実現に向

けて，交通安全対策を推進するとともに，自転車利用者に対しては，交通ルールやマナーに関す

る理解を深めるため，交通安全教育等の充実を図る必要があります。 

 

12.2 22.9 37.6 27.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=2,046

聞いたことがあり、改正点も知っている 聞いたことがあり、改正点を概ね知っている

聞いたことがあるが、内容については知らない 聞いたことがない

資料：広島県「県民の自転車利用状況に関するアンケート調査」（平成 30（2018）年 12 月）

18.9 42.6 33.3 5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=1,020

主に車道 主に歩道 車道と歩道の半々くらい 意識していない

資料：広島県「県民の自転車利用状況に関するアンケート調査」（平成 30（2018）年 12 月）
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    第Ⅳ章 計画の目標と体系  基本理念及び目指す姿 

基本理念 

安全で快適な自転車利用環境の創出による 

豊かで活力ある地域づくり 

今後，本市においても，自転車の活用による環境負荷の低減，災害時における交通機

能の維持，国民の健康増進等を図ることなど新たな課題に対応するため，交通の安全の

確保を図りつつ，自転車の利用を増進し，交通における自動車への依存の程度を低減す

ることによって，公共の利益の増進に資することが求められています。 

このような背景から，本市では「広島県自転車活用推進計画」と同様に，「安全で快

適な自転車利用環境の創出による豊かで活力ある地域づくり」を基本理念とし，自転車

の特性を活かし，交通手段としてだけでなく，まちづくり，交通安全など様々な場面で

の自転車活用の取組を推進していくこととします。 

目指す姿 

上述の基本理念，現状の課題，県民及び市民ニーズ等を踏まえ，今計画で本市の目指

す姿を以下のように設定します。 

 

◼ 安全で快適な自転車利用環境の整備が進み，自転車を無理なく安全に

利用できる環境が創出され，低炭素化や道路交通の円滑化等，良好な

地域環境の形成が実現されています。 
 
 

◼ 市民の誰もがそれぞれの立場で交通安全に取り組み，「交通事故のな

い日本一安全で安心な大竹市」が実現されています。  
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第Ⅳ章 計画の目標と体系  目標の設定 

本計画では，目指す姿の実現のため，下記に示す２つの計画の目標を設定します。 

 

図表 ２つの計画の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 安全で快適な自転車利用環境の創出による 
豊かで活力ある地域づくり 

計画の目標 

Ⅰ 
自転車を安全に利用できる人・環境にやさしいまちづくり 

安全で快適な自転車利用環境の整備が進み，自転車を無理なく安全に利用できる環
境が創出され，低炭素化や道路交通の円滑化等，良好な地域環境の形成が実現さ
れています。 

目指す姿 

市民の誰もがそれぞれの立場で交通安全に取り組み，「交通事故のない日本一安全で
安心な広島県」が実現されています。 

目指す姿 

計画の目標 

Ⅱ 
自転車事故のない安心な暮らしづくり 
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第Ⅴ章 実施する取組 

    第Ⅴ章 実施する取組  取組一覧 

前述で設定した目標を達成するため，「広島県自転車活用推進計画」で設定されてい

る取組に対し，本市が実施する取組を次の通り設定します。 

 

図表 実施する取組 

目 標 実施施策 本市の取組 

【計画の目標Ⅰ】 
自転車を安全に
利用できる人・環
境にやさしいまち
づくり 

自転車通行空間の計画的
な整備推進 

① 自転車通行空間の整備 

② 交通規制の適切な実施・運用 

③ 自転車利用促進に関する広報啓発 

地域のニーズに応じた駐輪
場の整備促進 ① ニーズに対応した駐輪場の整備への支援 

路外駐車場等の整備促進
及び違法駐車取締りの推
進 

① 路外駐車場や荷さばき用駐車スペースの整備の支援 

② 違法駐車の積極的な取締り 

③ 駐車監視員による違反車両の確認 

まちづくりと連携した総合的
な取組の実施 

① まちづくりと連携した自転車施策の推進 

② ゾーン 30 や狭さく等による安全対策の実施 

【計画の目標Ⅱ】 
自転車事故のな
い安心な暮らしづ
くり 

自転車の安全利用の促進 

① 自転車安全利用五則の活用等による通行ルールの周知 

② 交通安全意識向上を図る広報啓発 

③ 高齢者向けの安全教室の実施 

④ ヘルメット着用の広報啓発 

⑤ 自転車運転者講習制度の着実な運用 

⑥ 交通安全に関する指導技術の向上 

⑦ 自動車教習所における教育の実施 

⑧ 自転車指導啓発重点地区・路線等における指導取締りの実施 

⑨ 地域交通安全活動推進委員等による指導啓発活動の推進 

自転車の点検整備の促進 ① より安全な自転車の点検整備を促進するための広報啓発 

学校における交通安全教
育の推進 

① 交通安全教室の推進 

② 交通安全教室の講師へ向けた講習会実施 

③ 通学路周辺の安全点検 

自転車通行空間の計画的
な整備推進 ① 再掲：【計画の目標Ⅰ】    
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第Ⅴ章 実施する取組  計画の目標Ⅰ 自転車を安全に利用できる人・環境にやさしいまちづくり 

自転車通行空間の計画的な整備推進 

取組 ①自転車通行空間の整備 

取組内容 

通行空間の連続性等に配慮した自転車ネットワーク計画に基づき，関係

機関と連携しながら，自転車走行空間の整備を推進します。また，関係

者の意見を踏まえ，路肩や交差点等の自転車通行空間の安全性・快適性

の改善を検討します。 

取組イメージ 

 

 

 

 

自転車道 

 

 

 

 

 

自転車専用通行帯 

 

 

 

 

 

車道混在 

資料：国土交通省 

 

【検討に当たっての技術的な指針】 

・安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（国土交通省，警察庁） 

・平面交差の計画と設計―自転車通行を考慮した交差点設計の手引 

（（一社）交通工学研究会） 

・自転車利用環境整備のためのキーポイント（（公社）日本道路協会） 

 

【その他】 

公共交通を補完する交通システムとして，シェアサイクルの安全性及び快適性を向上する

ためにサービス提供エリアにおける自転車通行空間の整備や，関係機関との連携のもとに

推進する無電柱化の実施路線においては，地域の実情を踏まえて道路空間を活用した自転

車通行区間の確保を検討します。   
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第Ⅴ章 実施する取組 

取組 ②交通規制の適切な実施・運用 

取組内容 
自転車交通を含め，全ての交通に対して安全と円滑を図るために，道路

標識や道路標示等の適切な設置運用に努めます。 

取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

通行禁止に係る標識例 

※補助標識により規制対象から自転車が外されている場合を除く 

 

取組 ③自転車利用促進に関する広報啓発 

取組内容 

マイカー等から自転車への転換による CO2 削減効果の把握等を踏まえ，

自転車利用による様々なメリットを宣伝し，自転車利用も含めた交通転

換の促進に関する広報啓発活動を支援します。 

取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

広報啓発のイメージ 

資料：広島市 HP 

 

 

 

 

 

広報啓発のイメージ 

資料：福山都市圏交通円滑化総合計画 HP   

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1425565029168/index.html
http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/enkatsu/best/index.html
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第Ⅴ章 実施する取組 

地域のニーズに応じた駐輪場の整備促進 

取組 ①ニーズに対応した駐輪場の整備への支援 

取組内容 
自転車と公共交通の結節となる鉄道駅等の周辺をはじめとした，地域が

取り組む駐輪ニーズに応じた駐輪場の整備を推進します。 

取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

鉄道駅の駐輪施設の整備事例（東広島市 JR 寺家駅） 

 

【検討に当たっての技術的な指針】 

自転車等駐輪場の整備のあり方に関するガイドライン（国土交通省） 

路外駐車場等の整備促進及び違法駐車取締りの推進 

取組 ①路外駐車場や荷さばき用駐車スペースの整備の支援 

取組内容 
物流活動が周辺交通へ与える影響を抑制するため，地域が取り組む荷さ

ばきルール策定や荷さばき場，路外駐車場の整備を推進します。 

取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同集配ステーションの設置実験の例 

資料：広島市 HP 

 

  

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1311666304671/index.html
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第Ⅴ章 実施する取組 

取組 ②違法駐車の積極的な取締り 

取組内容 

自転車を含めた交通の安全と円滑を図るため，悪質性・危険性・迷惑性

の高い放置駐車違反に重点を置いた取締りを積極的に推進するととも

に，運転者責任・使用者責任を追及します。 

取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路交通法に基づく，運転者責任・使用者責任の処理手続き 

資料：広島県警察  
取組 ③駐車監視員による違反車両の確認 

取組内容 
駐車実態等を踏まえて策定した駐車監視員活動ガイドラインに沿って，

駐車監視員による放置駐車違反車両の確認事務を推進します。 

取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島中央警察署管内の駐車監視員活動ガイドライン策定例 

資料：広島県警察   

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police-hiroshimachuo/ck-guid102.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police13/houchi-guideline.html
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第Ⅴ章 実施する取組 

まちづくりと連携した総合的な取組の実施 

取組 ①まちづくりと連携した自転車施策の推進 

取組内容 

コンパクトシティ形成に向けた取組やまちづくりと連携した自転車通

行空間，駐輪場，シェアサイクルのサイクルポート等の整備を推進しま

す。 

取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンパクトシティによる暮らしのイメージ 

資料：東広島市 HP  
取組 ②ゾーン30や狭さく等による安全対策の実施 

取組内容 

歩行者・自転車中心のまちづくりと合わせ，関係機関（道路管理者，公

安委員会等）が連携して，自動車の速度抑制や通過交通の進入抑制を図

る「ゾーン 30」の整備や，狭さくの設置等，ハードとソフト両面から交

通安全対策を実施します。 

取組イメージ 

 

 

 

 

ゾーン 30 

資料：東広島市 HP    

http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/material/files/group/49/ricchitekiseikadai2syou.pdf
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第Ⅴ章 実施する取組  計画の目標Ⅱ 自転車事故のない安心な暮らしづくり 

自転車の安全利用の促進 

取組 ①自転車安全利用五則の活用等による通行ルールの周知 

取組内容 

民間団体等と連携し，「自転車安全利用五則」のチラシ等を公共施設に配

置等により，全ての年齢層の利用者に対する自転車の通行ルール等の周

知を図ります。 

取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車安全利用五則のチラシ 

資料：公益財団法人広島県交通安全協会 HP・広島県 

  

https://www.hiroankyo.or.jp/common/news_paper/news_5soku/news_5soku.html
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第Ⅴ章 実施する取組 

取組 ②交通安全意識向上を図る広報啓発 

取組内容 

自転車の安全利用や自転車保険への加入について，地域住民の交通安全

意識の向上を図るため，全国交通安全運動，マナーアップ強化月間等

様々な機会を活用して，街頭での指導啓発，ポスター貼付等，広報啓発

に努めます。 

取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

広島県「自転車マナーアップ強化月間」のチラシ 

資料：広島県 HP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「日を定めて実施する運動日」のチラシ 

資料：広島県 HP 

 

 

 

 

 

 

自転車安全利用街頭キャンペーンの様子 

資料：広島県 HP   

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/273201.pdf
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/273201.pdf
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/43/track-h27.html
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第Ⅴ章 実施する取組 

取組 ③高齢者向けの安全教室の実施 

取組内容 

交通安全協会等と協議し,イベント等において，自転車の安全利用のため

の広報を実施するブースの設置や，シミュレーター等を活用した高齢者

向けの安全教室を実施します。 

取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドライブシミュレーターを活用した自転車安全教育指導の様子 

資料：広島県  
取組 ④ヘルメット着用の広報啓発 

取組内容 

交通事故の被害を軽減するため，広島県と連携し,広島県が行う様々なイ

ベント等の機会を活用して，通勤・通学時をはじめとした自転車利用時

のヘルメット着用の促進に向けた広報啓発を図ります。 

取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘルメット着用の啓発のチラシ     「日を定めて実施する運動日」のチラシ 

資料：警察庁・都道府県警察                            資料：広島県 HP    

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/43/track-h27.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kotsu/koutuuanzen300326.html
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第Ⅴ章 実施する取組 

取組 ⑤自転車運転者講習制度の着実な運用 

取組内容 
一定の違反行為を反復して行った自転車運転者を対象として，自転車運

転者講習制度の着実な運用を図ります。 

取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車運転者講習制度のチラシ 

資料：広島県 HP  
取組 ⑥交通安全に関する指導技術の向上 

取組内容 
交通安全啓発に関するボランティア等に対する講習会等を実施し，自転

車の安全利用を含めた交通安全に関する指導技術の向上を図ります。 

取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通指導員だより 

資料：広島県ＨＰ   発行：
広 県環境県民局
県民活動課
（交通安全対策室）

～

福
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転
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利
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策
事
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街
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を
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し
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し

た

～

2018.11

第40号

平
成
30

年
広
 
県
交
通
安
全

年
間
ス
ロ
ー
ガ
ン

「
危
な
い
よ

ス
マ
ホ
じ
ゃ
な
く
て

周
り
見
て
」

「日を定めて実施する運動日」のポスターを作成しました。

「運動日」を意識して,毎月繰り返し交通安全意識の高揚を図るため
の取組を実践しましょう！

撮影の様子☆

福山葦陽高校の駐車場 福
山
市
で
は
、
自
転
車
の
交
通
事
故
防
止
と
盗
難
防
止
を
目
的
と
し
た
街
頭
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
を
、
市
内
５
か
 
で
行
う
予
定
で
す
。
10

月
19

日
（
金
）
、
福
山
葦
陽
高
校
校

門
付
近
で
の
活
動
に
は
、
市
の
交
通
指
導
員
を
は
じ
め
、
市
職
員
、
地
元
警
察
署
員
あ

わ
せ
て
10

名
ほ
ど
が
参
加
し
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
生
徒
の
下
校
時
に
、
「
安
全
運
転
」

等
を
声
掛
け
し
な
が
ら
啓
発
グ
ッ
ズ
を
配
布
し
ま
し
た
。

生
徒
の
大
半
が
自
転
車
で
下
校
し
て
い
ま
し
た
が
、
福
山
葦
陽
高

校
は
、
高
台
に
あ
る
住
宅
団
地
の
な
か
に
あ
り
、
団
地
の
内
外
は
、

狭
い
道
な
が
ら
自
動
車
も
多
く
、
自
転
車
で
通
学
す
る
に
は
な
か
な

か
大
変
な
環
境
に
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
し
た
。
近
年
は
、
自
転
車
に

乗
る
人
の
「
加
害
者
」
の
側
面
が
大
き
く
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

福
山
市
生
活
安
全
推
進
課
の
清
水
さ
ん
は
，
「
見
え
て
い
る
よ
う
で

見
え
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
『
な
が
ら
ス
マ
ホ
』
の
危
険
な
と
こ
ろ
で
、

た
と
え
自
転
車
で
あ
っ
て
も
、
事
故
を
起
こ
し
た

ら
損
害
賠
償
の
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い

こ
と
を
、
今
一
度
心
に
留
め
て
ほ
し
い
。
」
と
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

参
加
者
の
一
人
、
福
山
市
交
通
指
導
員
の
井
上
俊
子
さ
ん
も
、
自
転
車
の
マ

ナ
ー
で
一
番
問
題
な
の
は
、
や
は
り
「
イ
ヤ
ホ
ン
を
付
け
た
ま
ま
の
運
転
、
な

が
ら
ス
マ
ホ
で
の
運
転
」
を
挙
げ
ら
れ
、
「
交
通
量
の
多
い
こ
の
地
域
で
は
大

変
危
険
な
こ
と
」
と
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
「
地
域

で
見
守
る
」
こ
と
と
し
な
が
ら
も
、
「
ま
ず
は
親
御
さ
ん
が
教
育
し
て
ほ
し
い
、

ま
た
、
学
校
も
通
学
時
の
生
徒
の
現
状
を
み
て
ほ
し
い
。
」
と
の
こ
と
で
し
た
。

な
お
、
井
上
さ
ん
は
こ
の
よ
う
な
活
動
に
携
わ
っ
て
37

年
と
の
こ
と
で
、
子

供
た
ち
は
あ
い
さ
つ
を
よ
く
し
て
く
れ
る
し
、

体
が
続
く
限
り
は
関
わ
っ
て
い
き
た
い
。
」
と

話
さ
れ
、
こ
こ
で
も
、
交
通
安
全
運
動
が
こ
の

よ
う
な
熱
心
な
交
通
指
導
員
の
方
々
に
支
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
て
、
取
材
を
終
え
ま

し
た
。

井
上
さ
ん

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/251364.pdf
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第Ⅴ章 実施する取組  
取組 ⑦自動車教習所における教育の実施 

取組内容 
道路標識や道路標示の意味について学科教習で教育を行うなど，自転車

への注意喚起を促すなどの教育を実施します。 

取組イメージ 

 

 

 

 

 

自転車通行ゾーンを走行する自転車 

資料：福山市 HP 

 

取組 ⑧自転車指導啓発重点地区・路線等における指導取締りの実施 

取組内容 

自転車が関係する交通事故の発生状況，地域住民の苦情・要望の状況等

を踏まえて自転車指導啓発重点地区・路線を選定します。当該地区にお

いて重点的に，自転車利用者の無灯火，二人乗り，信号無視，一時不停

止等に対し指導警告を行うとともに，悪質・危険な違反に対し検挙措置

を講じます。 

取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

路上での自転車の指導・取締り状況 

資料：東広島市 HP 

  

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/life/52782_113900_misc.pdf
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第Ⅴ章 実施する取組 

取組 ⑨地域交通安全活動推進委員等による指導啓発活動の推進 

取組内容 

地域交通安全活動推進委員，ボランティア，地方公共団体，関係機関・

団体，地域住民等において，違反行為を防止するため，指導啓発活動を

推進するとともに，警察による交通違反に対する指導取締りを進めま

す。 

取組イメージ 

 

 

 

 

街頭キャンペーン 

資料：広島県ＨＰ 

自転車の点検整備の促進 

取組 ①より安全な自転車の点検整備を促進するための広報啓発 

取組内容 

交通安全教育の機会等を活用した広報啓発を推進します。また，安全に

自転車を利用するために，啓発ポスターの作成や HP・広報誌での呼び

かけなど，定期的な自転車の点検整備を促す広報啓発を実施します。 

取組イメージ 

 

 

 

 

 

自転車の点検整備促進のチラシ 

資料：広島県ＨＰ 

・イベント時における自転車の点検整備の励行を呼び掛け 

学校における交通安全教育の推進 

取組 ①交通安全教室の推進 

取組内容 
小・中・高等学校等の児童生徒を対象に，交通安全教室等を開催し，交

通安全意識の向上を図ります。 

取組イメージ 

 

 

 

 

 

交通安全教室 

資料：廿日市市 HP   

http://www.hatsukaichi-sh.hiroshima-c.ed.jp/topics_2017/20170428/index.html
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第Ⅴ章 実施する取組 

取組 ②交通安全教室の講師へ向けた講習会実施 

取組内容 
交通安全教室の講師がわかりやすい講習会を実施できるように，講師に

向けた講習会を実施します。 

取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車安全教育指導員講習会 

資料：公益社団法人広島県交通安全協会 HP  
取組 ③通学路周辺の安全点検 

取組内容 

市町の教育委員会，学校，ＰＴＡ，警察，道路管理者等により，自転車

の視点も踏まえた通学路の安全点検を実施します。安全点検の実施結果

を踏まえて，交通安全の確保に必要な対策を実施します。 

取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各市町が作成した交通安全プログラムに基づいた通学路の安全点検の実施 

資料：福山市 HP 

自転車通行空間の計画的な整備推進 

「２-１ 自転車通行空間の計画的な整備推進」と同様 

 

https://www.hiroankyo.or.jp/convention/jitensya_kyoiku_sidouin_yoseikosyu/jitensya_kyoiku_sidouin_yoseikosyu.html
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/gakkohoken/123016.html
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参考資料 

    第Ⅵ章 計画の進捗管理  計画の推進 

本計画は，「安全で快適な自転車利用環境の創出による豊かで活力ある地域づくり」

を基本理念として，「自転車を安全に利用できる人・環境にやさしいまちづくり」，「自

転車事故のない安心な暮らしづくり」といった広範な政策目標を掲げています。こうし

た目標を実現し，計画を着実に推進するため，まちづくり，交通安全の各分野の関係部

局がお互いに連携を図り，自転車に関する最新の知見も得ながら，総合的かつ戦略的な

取組を実施していきます。   計画の進行管理・評価，見直し 

本計画は，PDCA（（計画－実行－評価－見直し））サイクルに基づき，総合的な点検・

評価，施策や取組の改善・反映を行います。 

 

図表 PDCA サイクルの内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Plan（計画） 

○計画の策定 

○計画の見直し 

Do（実行） 

○施策の実施 

Check（評価） 

○施策の評価 

Action（評価） 

○施策の改善，新規施策の検討 

PDCAサイクルによる 

継続的改善 
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第Ⅶ章 参考資料    
大竹市自転車活用推進計画 
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